
別紙

諮問第12号

答 申

1 審杳会の結論

千葉市長（以下「実施機関」という。）が異議申立人に対し平成8年2月28日

付け7千市議庶第281号で通知した「平成7年度の議長交際費の支出の内容及び

金額のわかる書類」 （以下「請求対象文書」という。）を非公開とした決定は，こ

れを取り消し，実施機関は，改めて公開請求の趣旨に沿う公文書を特定したうえで，

公開する旨又は公開しない旨の決定をすべきである。
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2諮問に至る経過

諮問に至る経過は，次のとおりである。

(1)公開請求

異議申立人は，平成8年2月14日，千葉市情報公開条例（平成6年千葉市条

例第22号。以下「条例」という。）第6条の規定に基づき，実施機関に対し，

請求対象文書の公開請求を行った。

(2)非公開決定

公開請求に対し，実施機関は，請求対象文書は議長が管理しており実施機関が

管理しているものではないため，条例第2条第2号で規定する公文書に該当しな

いとして，非公開決定を行い，その旨を平成8年2月28日付け7千市議庶第2

81号で異議申立人に通知した。

’

(3)異議申立て

異議申立人は，非公開決定を不服として，平成8年4月23日，実施機関に対

し，行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第6条の規定に基づく異議申

立てを行った。

子

(4)諮問

実施機関は，平成8年7月11日付け8千議庶第123号で，条例第12条の

規定に基づき，審査会に対して，異議申立てに係る諮問を行った。
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3異議申立人の主張要旨

異議申立書及び意見書による異議申立人の主張の要旨は，次のとおりである。
0

(1)異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は，請求対象文書を非公開とした決定の取消を求めるという
ものである。

(2)異議申立ての理由

ア請求対象文書を管理する主体について

請求対象文書は，議長が管理しているとのことだが，実質的には，議会事務

局も同時にこれに関与している。議会事務局が管理する文書は，半分は実施機

関が管理しているものなので，公開請求の対象となる公文書となりうる。
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イ請求対象文書の管理の状態について

実施機関は， 「請求対象文書は，議会固有の文書と区別されることなく管理

されており，実施機関が管理しているものに該当しない。」というが，区別し

て管理すればいいだけのことである。未整理であるからといって該当しないと

いうのは理由にならないし，たとえ未整理であっても「実施機関が管理してい

るもの」に相当するものであることは疑う余地がない。
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4実施機関の説明要旨

異議申立てに対する実施機関の説明の要旨は，次のとおりである。

(1)請求対象文書について

請求対象文書には，平成7年4月1日から平成8年2月14日までに決裁が終

了した平成7年度の議長交際費に係る「支出負担行為伺書」，「交際費支払明細

書」及び「交際費支出確認書」が該当すると考える。
~

(2)条例第2条第2号該当性について

請求対象文書には，実施機関の職員が職務上作成した文書であって決裁が終了

したものもあるが，次のとおり実施機関が管理していないので，条例第2条第2

号に規定する「公文書」に該当しないため，本件公開請求は不適法な請求である。

ア請求対象文書の中に，議長交際費を支出する原因となる会議の開催通知等の

議会固有の文書が予算執行の文書の添付書類として綴られているため，請求対
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象文書は，予算執行の文書と議会固有の文書とで構成されている。

イ請求対象文書の中に議会固有の文書が綴られている以上，当該請求対象文書

を実施機関が管理している公文書とするということは，議決機関としての議会

の独立性・自主性を損なうものであり，議会の庶務を統理する議長が議会固有

の文書と予算執行の文書を一体として管理していると考えるのが妥当である。

ウしたがって，請求対象文書は，議長が管理しており，実施機関が管理してい

るものではない。

5審査会の判断

審査会は，異議申立人の主張及び実施機関の説明を検討した結果，以下のように

判断する。
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(1)請求対象文書について

ア議長交際費の予算執行について

本市において議長交際費は，議長が千葉市議会を代表し外部とその交渉をす

るために要する経費であって，議会事務局長に配当される歳出予算のうち，交

際費の予算科目から支出される。

ところで，地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「自治法」とい

う。 ）第149条第2号の規定により，予算の執行権は市長に専属し，議会及

び他の執行機関である委員会又は委員はこれを有しない。もっとも， このうち

委員会又は委員については， 自治法第180条の2の規定により，予算執行の

事務を，その補助職員等に委任し，又は補助執行させる道が開かれている。し

かしながら，議会については，このような規定がない。

そこで，本市においては，議会の事務局長及び書記に，実施機関の職員たる

立場において,‘議長交際費の支出を始め予算執行に係る事務を補助執行させて

いる。

ｰ

イ議長交際費の支出に伴う事務手続について

議長から支出するよう依頼のあった議長交際費は，その性質上，即時現金払

いの必要のあるものは，資金前渡の方法により，それ以外のものは，通常払の

方法により，支出する。

議長交際費の支出に伴う事務手続は，次のとおりである。なお，この場合に

おいて，支出負担行為担当者は，千葉市決裁規程（平成4年千葉市訓令(甲)第

1号）第5条の規定により議会事務局長又は議会事務局庶務課長であり，支出

命令者及び資金前渡職員は，それぞれ千葉市予算会計規則（平成4年千葉市規

一

－3 －



則第97号。以下「会計規則」という。）第2条又は第54条の規定により議
会事務局庶務課長である。

(ｱ）通常払による方法

①通常払により議長交際費を支払う事案が発生した場合，議長は，支出負

担行為担当者に「事案を説明する書類」を添えて経費の支出を依頼し，支

出負担行為担当者は，会計規則第46条の規定に基づき， 「支出負担行為

の内容を示す書類」を添付した「支出負担行為伺書」により決裁する。

②当該支出負担行為に係る債務が確定した後，支出命令者は，会計規則第

49条の規定に基づき， 「請求書」を添付した「支出命令書」により決裁
し，収入役に送付する。

③収入役は，会計規則第65条から第68条までの規定に基づき，直接払

又は口座振替の方法により債権者から「領収書」を徴し，支払をする。

(ｲ）資金前渡による方法

①支出負担行為担当者は，会計規則第46条の規定に基づき， 「資金前渡

内訳書」を添付した「支出負担行為伺書」により， 1月間に必要と見込ま

れる議長交際費の資金前渡を決裁する。

②支出命令者は，会計規則第49条の規定に基づき， 「関係書類」を添付

した「支出命令書」により決裁し，収入役に送付する。収入役は，会計規

則第65条の規定に基づき，直接払又は口座振替の方法により，月初めに，

資金前渡職員に前渡資金を交付し， 「領収書」を徴する。

③即時現金により議長交際費を支払う事案が発生した場合，議長は，資金

前渡職員に「事案を説明する書類」を添えて経費の支出を依頼し，資金前

渡職員は「事案を説明する書類」を添付した「交際費支出確認書」により

決裁する。議長は，資金前渡職員が保管している前渡資金の中から支払金

額の現金を受領し，債権者に支払う。

④議長交際費を債権者に支払った後，議長は，資金前渡職員に対し，債権

者からの「領収書」を提出し，又は経費の性質により領収書を徴し難いも

のについては支払の事実について報告する。その際，資金前渡職員は，

「領収書」を当該「交際費支出確認書」に添付し，又は領収書を徴し難い

理由を「交際費支出確認書」の「支払証明欄」に記入し，押印する。

⑤資金前渡職員は，月末に，当該月分の支払実績を明らかにするために，

支出項目ごとに支出額を示す「交際費支払明細書」を作成するとともに，

会計規則第58条の規定に基づき， 「精算言」を作成し， 「交際費支出確

認書」及び「交際費支払明細書」を添付して支出命令者の決裁を受ける。

前渡資金に不用額が生じたときは，翌月に繰り越すことなく，資金前渡職

員が不用額を返納する。前渡資金の精算を認定する決裁が終了した後，支
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出命令者は，「交際費支出確認書」及び「交際費支払明細書」を資金前渡

職員に返戻し， 「精算書」を収入役に送付して，精算手続きを終了する。

⑥なお，会計規則第57条の規定に基づき,資金前渡職員は,前渡資金の

出納の都度， 「前渡資金整理簿」にこれらの出納の状況を記録する。

ウ請求対象文書について

上記のア及びイから，議長交際費の支出に伴って実施機関の職員が作成し，

又は取得する文書は， 「支出負担行為伺書」，「支出命令書」， 「交際費支出

確認書」，「交際費支払明細書」，「精算書」及び「前渡資金整理簿」 （これ

らに添付された文書を含む。以下「議長交際費支出文書」という6）であるこ

とが認められる。一方，実施機関は， 4の(1)で説明しているとおり，その中か

ら請求対象文書として， 「支出負担行為伺書」， 「交際費支出確認書」及び

「交際費支払明細書」の3種類の文書を特定している。

しかし， 「～支出の内容及び金額のわかる書類」との請求は，その「内容」

及び「金額」が，どこまでの内容及び金額を意味しているのか暖昧であり，ま

た，異議申立人からも，その意味するところを十分に確認していない。

したがって，実施機関は，異議申立人から請求の趣旨を確認したうえで，議

長交際費支出文書のうちから，改めて公開請求の趣旨に沿うものを請求対象文

書として特定すべきであると考える。
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(2)条例第2条第2号の該当性について

実施機関は，請求対象文書が条例第2条第2号に該当しないと主張している。

そこで，審査会は，以下，議長交際費支出文言が「実施機関の職員が職務上作

成し，又は取得した文書，図画及び写真（マイクロフィルムを含む。 ）であって，

決裁供覧その他これらに準ずる手続が終了し，実施機関が管理しているもの」に

該当するかについて検討する。

ア議長交際費支出文書の構成について

実施機関は， 4の(2)のアにおいて， 「請求対象文書の中に，議長交際費を支

出する原因となる会議の開催通知等の議会固有の文書が予算執行の文書の添付

書類として綴られているため，請求対象文書は，予算執行の文書と議会固有の

文書とで構成されている」と主張する。たしかに，議長交際費を支出する原因

となる会議の開催通知等は，名宛人が議長ないしは議会であり，実施機関では

ないので，議会に到達した段階においては，議会固有の文書である。

しかし，議長が交際費の支出を実施機関の職員に依頼する際に，議会固有の

文書の原本又はその写しが， 「公費支出の原因となる事案を説明する文書」と

して提出され，予算執行の文書に添付されたのであるならば，既にそれは，実
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施機関の職員が取得した予算執行の文書であると考えるのが相当である。

したがって，議長交際費支出文書は， 「実施機関の職員が職務上作成し，又

は取得した文書，図画及び写真（マイクロフィルムを含む。）であって，決裁

供覧その他これらに準ずる手続が終了しているもの」に該当する。

イ議長交際費支出文書の管理について

次に,実施機関は， 4の(2)のイにおいて， 「（請求対象文書は， ）議会の

庶務を統理する議長が議会固有の文書と予算執行の文書を一体として管理して
いると考えるのが妥当である」と主張する。

しかし，上記アで述べたように，議会固有の文書は，予算執行のために議会

の庶務を統理する議長から実施機関の職員に提出された段階で，既に予算執行

の文書であり，また実際に，議長交際費支出文書がその予算執行が終了した後

も一定期間保管されている目的は，議長交際費支出の証拠書類とし，今後の予

算要求及び予算執行の参考資料とし，又は決算の審査及び認定のための説明資

料等とすることにあると考えられるものである。このことから，議長交際費支

出文書の管理は，予算を執行した者，すなわち実施機関が行っていると考える
のが相当である。

したがって，議長交際費支出文書は， 「実施機関が管理しているもの」に該
当する。
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ウ議決機関としての独立性・自主性について

ところで，実施機関は， 4の(2)のイにおいて， 「請求対象文書の中に議会

固有の文書が綴られている以上，当該請求対象文書を実施機関が管理している

公文書とするということは，議決機関としての議会の独立性・自主性を損なう
ものである」と主張する。

しかし， このことは，議長交際費支出文言を公開請求の対象となる「公文

書」としたうえで，公開することにより議会の独立性・自主性を損なう情報が

請求対象文書に記録されているか，その情報が条例第9条が定める「公開しな

いことができる情報」に該当するかということにより判断されるものであると

考える。
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(3)結論

以上から，請求対象文書は，条例第2条第2号に規定する「公文書」に該当し

ないとする実施機関の主張には，その理由が認められず，その余の異議申立人及

び実施機関の主張は，審査会の判断に直接影響を及ぼすものではないので，冒頭
の「1 審査会の結論」のとおり判断する。
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＜参考＞

答申に至る経過
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年月 日 内 容

平成8年7月11日 諮問書の受理

平成8年8月30日 実施機関から理由説明書を受理

平成8年10月7日 異議申立人から意見書を受理

平成8年11月19日
I

審議（第7回審査会）

平成8年12月26日 審議（第8回審査会）

平成9年2月24日 審議（第9回審査会）

平成9年3月14日 審議（第10回審査会）

平成9年4月18日 実施機関から決定理由等の説明を聴取（第11回審査会）

平成9年6月2日 審議（第12回審査会）

平成9年8月29日 審議（第13回審査会）

平成9年10月13B 審議（第14回審査会）

平成9年11月17日 審議（第15回審査会）


